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売買停止時間等の一部見直し 概要 
 

見直し内容 
① 「売買停止」時間の短縮（現行：３０分間 → 改正後：１５分間） 

－ 図１参照。 
     （注１） 「投資判断に重大な影響を及ぼすような情報が発生した場合、情報の真偽等を確認し、周知させる」

ために、市場における売買を一時停止させたうえで、再開させる措置。 
② 「特別気配の更新」時間の短縮（同：５分間 → 同：３分間） 

－ 図２参照。 
（注２） 株価が直前価格から一定の値幅（更新値幅）を超えて変動しそうな場合に、株価の「乱高下を避け

る」ため、売買を即時成立させずに、一端、更新値幅での特別気配を周知したうえで、一定期間を経過

してもなお売買不成立であれば、特別気配を次の更新値幅まで切上（下）げる措置。 
 

趣旨 
 投資者の利便性向上 
① 「売買停止」時間の短縮 

：  情報通信インフラの発達を踏まえ、投資判断上の重要な情報が開示された銘柄について、より早期の取引機

会を提供する。  
  （注） 停止時間の短縮経緯 
       終日→９０分（Ｈ１０年～）→６０分（Ｈ１１年～）→３０分（Ｈ１６年～） 

② 「特別気配の更新」時間の短縮 
：  売買執行インフラの高度化を踏まえ、価格変動の安定化機能（制限値幅、特別気配等）を維持する枠組みの

下で、より迅速で円滑な売買執行機会を提供する  
 

実施時期 
 2011 年 5 月 9 日を予定 

資料１ 



図１「売買停止措置」 

 

 

売買停止となるケース 売買停止の運用の流れ 

１．会社発表による売買停止 

（情報周知のための売買停止） 

 

 

 

 

 

売買可能 売買停止 売買再開 

 

            ３０分 →改正後１５分  

 

 

２．新聞等報道による売買停止 

（不明確情報による売買停止） 

 

 

 

 

 

売買可能 売買停止 売買停止継続 売買再開 

 

       ３０分→改正後１５分 

 

 

会社発表（TDnetへのアップ） 

会社発表 新聞等媒体による報道 



図２「特別気配の更新」 
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売買停止時間等の一部見直しについて 

平成23年2月23日 

株式会社名古屋証券取引所 

Ⅰ 趣旨 

当取引所では、平成１０年７月以前においては、会社情報に係る売買停止を行った場合は終日売買停止としておりましたが、平成１０年７月には発行者による

情報発表後９０分後、平成１１年１２月に６０分後、そして平成１６年２月に３０分後に売買再開とするなど、情報通信インフラの普及等の外部環境の変化等を踏

まえながら、適宜、売買停止時間の見直しを行ってまいりました。 

ただし、その後の証券市場を巡る外部環境をみると、情報端末の高度化の更なる進展等により、情報入手の迅速性・容易性は格段に向上しており、市場利用者

からは迅速な取引機会の提供についてニーズが寄せられているところです。 

また、このような環境変化や公正な価格形成機能を堅持する売買停止制度の本旨を鑑みれば、新たな会社情報を反映したフェアバリューをより迅速かつ円滑に

発見する機能を強化することが適当であると考えられます。 

ついては、売買停止制度の実効性の向上及び市場参加者のニーズ等に対応するため、売買停止時間の見直しを行うこととします。 

 

Ⅱ 概要 

項 目 内 容 備 考 

１．現行制度 

 

 

 

 

 

 

 

・ 当取引所では、投資者の投資判断に重大な影響を与えるおそれがあると認められ

る情報が生じている場合で、当該情報内容が不明確である場合又は当該情報内容

を周知させる必要があると認める場合には、売買停止を行っています。 

・ 売買停止時間は、発行者により当該情報の真偽及び内容に関する発表等が行われ

たことを当取引所が確認した後３０分経過した時までとしています。 

・ ただし、監理銘柄指定の場合は当該指定に係る決定が発表された後３０分経過し

た時までとしています。（なお、整理銘柄指定を決定した場合は、当該決定日は

終日売買停止しています。） 

・ 別紙参照 

 

 

２．改正概要 

 

・ 売買停止時間を、発行者により当該情報の真偽及び内容に関する発表等が行われ

たことを当取引所が確認した後１５分経過した時までとします。 

・ ただし、監理銘柄指定の場合は当該指定に係る決定が発表された後１５分経過し

た時までとします。（なお、現行どおり、整理銘柄指定を決定した場合は、当該

決定日は終日売買停止とします。） 

・ 業務規程施行規則第２０条第２号等の改

正 

 

 

ご参考：パブリック・コメント用資料 
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３．その他 

（特別気配の更新時

間の短縮） 

 

・ arrowhead の稼働による高速かつ安定的な取引の実現と迅速かつ円滑な売買執行

を促進する観点から、価格の継続性を維持しつつ、特別気配の更新時間（現行５

分）を３分に短縮し、市場利用者の利便性向上に繋げます。 

・ 規則の改正は行いません。 

 

 

 

Ⅲ 実施時期 

・取引時間の一部見直しと併せて、平成２３年５月９日より実施します。（予定） 

 

以  上 



売買停止制度の改正概要 

 

売買停止となるケース 売買停の運用の流れ 

１．会社発表による売買停止 

（情報周知のための売買停止） 

 

 

 

 

売買可能 売買停止 売買再開 

 

            ３０分 （改正後１５分）  

２．新聞等報道による売買停止 

（不明確情報による売買停止） 

 

 

 

 

売買可能 売買停止 売買停止継続 売買再開 

 

       ３０分（改正後１５分） 

３．売買停止後、監理
．．

銘柄指定が発表された場合 

 

 

 

 

売買可能 売買停止 売買停止継続 売買再開 

 

                                    ３０分（改正後１５分） 

４．売買停止後、整理
．．

銘柄指定が発表された場合 

 

 

 

 

売買可能 売買停止 売買停止継続   

 

 

別 紙 

会社による発表 

会社による発表 新聞等による報道 

監理
．．

銘柄指定発表 会社による発表 

会社による発表 整理
．．

銘柄指定発表（終日売買停止） 



金融商品取引法等の一部改正に伴う取引参加者からの報告事項の見直し等について 

【改正の概要】 

平成23年２月23日 

株式会社名古屋証券取引所 

 

 

１．金融商品取引法等の一部改正に伴う制度整備 

 本年４月１日の金融商品取引法の改正により、総資産の額が１兆円を超える証券会社（特

別金融商品取引業者）に対する連結ベースでの規制・監督等の導入が図られることから、

取引参加者規程等において自己資本規制比率を連結ベースで適用すること、報告事項に

ついて親会社に係る事項を追加すること等、所要の整備を行う。 

 

 

２．その他（他の取引所と平仄を合わせるもの） 

○ 組織再編行為に係る上場廃止日の見直し 

 上場会社が組織再編行為によって上場廃止が決定した後に、組織再編契約が解除され

る事例が発生したことを受けて、このようなケースにおいても上場維持を可能とする

よう上場廃止日の規定を見直す。 

 

○ 他の取引所からの要請に基づく会社情報に係る報告の新設 

 インサイダー取引に係る売買審査についての取引所間の相互協力を強化することとし、

必要に応じて他市場の上場会社からも重要事実の発生から公表に至るまでの経緯等の

報告を他取引所経由で求めることを可能とする。 

 

○ ＥＴＦの乖離率に係る開示の見直し 

 ＥＴＦの一口あたり純資産額と指標の終値の乖離率に係る日々開示について、それぞ

れの終値の乖離率を開示する方法から、終値の変動率の乖離率を開示する方法へと改

める。 

 

 

以 上 

資料２ 
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金融商品取引法等の一部改正に伴う取引参加者からの報告事項の見直し等について 

平成23年２月23日 

株式会社名古屋証券取引所 

Ⅰ．趣 旨 

当取引所ではこれまで、取引資格の取得審査及び取引参加者の業務又は財産の状況等の把握に当たり、取引資格の取得申請者又は取引参加

者の単体ベースでの状況等をその対象としてきました。しかしながら、本年４月１日に金融商品取引法及びその関係法令が一部改正され、一

定規模以上の第一種金融商品取引業者に対する連結ベースでの規制・監督等の導入が図られることから、取引参加者規程等において所要の整

備を行います。 

また、株主総会決議後に組織再編契約が解除される事例が発生していることを踏まえ、その場合の上場維持を可能とするため組織再編行為

に係る上場廃止日を見直すこととするなど、その他所要の制度整備を行います。 

 

Ⅱ．概 要 

項  目 内   容 備   考 

１．特別金融商品取

引業者等に関する

制度整備 

  

(1) 取引資格の取

得審査 

・特別金融商品取引業者（改正法（本年４月１日に施行さ

れる金融商品取引法等の一部を改正する法律（平成22年

法律第32号）における金融商品取引法の規定をいう。以

下同じ。）第57条の２第２項に規定する特別金融商品取

引業者をいう。以下同じ。）が取引資格の取得申請を行

う際には、改正法第57条の５第２項に規定する経営の健

全性の状況が適当な水準であることを、取引資格の取得

審査に当たっての財務基盤に係る要件とします。 

 

・改正法において特別金融商品取引業者とは、総資産の額

が金融商品取引法施行令で規定される金額（１兆円）を

超える第一種金融商品取引業者（外国法人を除く）をい

うものとされています。 

 

・経営の健全性の状況に係る具体的な水準については、改

正法の施行に伴い金融庁長官が告示で規定する連結自己

資本規制比率に係る数値を基に、当取引所が定めること

とします。 

 

(2) 取引参加者の

当取引所への報

告事項 

・報告事項として、①特別金融商品取引業者である取引参

加者、②取引参加者の親会社（改正法第57条の２第８項

に規定する親会社をいう。）若しくは指定親会社（改正

・具体的な報告内容については、別紙をご参照ください。 

ご参考：パブリック・コメント用資料 
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項  目 内   容 備   考 

法57条の12第３項に規定する指定親会社をいう。）又は

③取引参加者の特定主要株主（改正法第32条第４項に規

定する特定主要株主をいう。）が、当取引所の定める場

合に該当することとなったときは、直ちにその内容を当

取引所に報告することを追加します。 

 

(3) 取引参加者に

対する処置 

・特別金融商品取引業者である取引参加者については、改

正法第57条の５第２項に規定する経営の健全性の状況が

当取引所の定める水準を下回った場合、取引参加者規程

第38条第２項に規定する処置（当取引所の市場における

有価証券の売買等の停止又は制限等）の対象とします。 

 

・経営の健全性の状況に係る具体的な水準については、改

正法の施行に伴い金融庁長官が告示で規定する連結自己

資本規制比率に係る数値を基に、当取引所が定めること

とします。 

２．その他   

(1) 組織再編行為

に係る上場廃止

日の見直し 

・上場会社が合併などの組織再編行為を行い上場廃止とな

る場合の上場廃止日について、効力発生日の３日前（休

業日を除外する。）の日を上場廃止日とすることとしま

す。  

 

※株主総会決議後に組織再編契約を解除される事例が発生

していることを踏まえ、その場合の上場維持を可能とす

る趣旨です。  

(2) 他の取引所か

らの要請に基づ

く会社情報に係

る報告の新設  

 

・上場会社は、有価証券の売買等の公正の確保を図るため、

他の取引所からの情報提供の要請を受けて当取引所が会

社情報の発生から公表に至る経緯等について照会を行っ

た場合は、直ちに照会事項について当取引所に報告する

ものとします。 

 

・当取引所が照会を行うのは、他の金融商品取引所から情

報提供の要請を受けた場合のうち、当取引所が相当と認

めた場合に限ります（他の取引所との相互協力を前提と

します。）。  

 

 

(3) ＥＴＦの乖離

率に係る開示の

見直し  

 

・ＥＴＦの一口あたり純資産額と指標の終値の乖離率に係

る日々開示について、それぞれの終値の乖離率を開示す

る方法から、終値の変動率の乖離率を開示する方法へと

改めます。 

※近時、一口あたり純資産額が指標の絶対値と乖離した水

準で設定されるＥＴＦが上場していることを踏まえ、よ

り適切な開示方法に改める趣旨です。  

 

 

Ⅲ．実施時期（予定） 

・平成23年４月１日から実施します。 

以 上 
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金融商品取引業者の報告事項 

 

項  目 報告事項 備   考 

１．特別金融商品取

引業者である取引

参加者の報告事項

・特別金融商品取引業者である取引参加者は、以下に掲げるときは、直ちにその内容を当

取引所に報告することとします。 

 

 改正法第５７条の５第３項の規定に従い公衆の縦覧に供する経営の健全性の状況を記

載した書面を作成したとき。 

 改正法第５７条の３第１項に基づく事業報告書を作成したとき。 

 改正法第５７条の４に基づく説明書類を作成したとき。 

 改正法第５７条の２第１項又は同条第６項（同項第２号に該当することとなった場合に

限る。）の届出を行ったとき。 

 

２．親会社又は指定

親会社に係る報告

事項 

(1) 取引参加者は、取引参加者の指定親会社又は最終指定親会社（改正法第５７条の１２

第３項に規定する最終指定親会社をいう。）に関し以下に掲げるときは、直ちにその内

容を当取引所に報告することとします。 

 指定親会社が改正法第５７条の１３第１項第６号に掲げる事項について改正法第５７

条の１４の届出を行ったことを知ったとき。 

 指定親会社が破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、清算開始又は特別清算開始

の申立ての事実があったことを知ったとき。 

 指定親会社が支払不能となり又は支払不能となるおそれがある状態となったことを知

ったとき。 

 指定親会社の定款の変更があったことを知ったとき。 

 指定親会社の資本金の額又は出資の総額の変更があったことを知ったとき。 

 指定親会社が法令の規定により検査を受けたことを知ったとき及び法令の規定により

処分若しくは処罰を受けたことを知ったとき又は法令の規定による処分に係る聴聞若

しくは弁明の機会の付与が行われたことを知ったとき（外国法人が指定親会社である場

合にあっては、外国金融商品取引法令の規定により、処分又は処罰を受けたことを知っ

たときを含む。） 

 指定親会社が法令の規定による検査に伴い行政官庁より改善指示等を受けたとき又は

行政官庁に対し改善策等を報告したとき。 

 指定親会社の役員が改正法第２９条の４第１項第２号イからトまでに掲げる者のいず

れかに該当することとなった事実を知ったとき。 

・改正法では、特別金融商

品取引業者の親会社が当

該特別金融商品取引業者

の経営管理を事業として

行っている場合など、当

該親会社及び子法人等の

業務の健全かつ適切な運

営を確保することが公益

又は投資者保護のため特

に必要であると認められ

るときは、当該親会社を

指定親会社として指定す

ることとされています。 

別 紙 



- 2 - 

項  目 報告事項 備   考 

 指定親会社の主要株主が改正法第２９条の４第１項第５号ニ又はホに該当することと

なった事実を知ったとき。 

 指定親会社が民事事件に係る訴えを提起し若しくは提起され若しくは当該訴訟につい

て判決等があったことを知ったとき又は民事調停法による調停を申し立て若しくは申

し立てられ若しくは当該調停事件が終結したことを知ったとき。 

 最終指定親会社が改正法第５７条の１７第３項の規定に従い公衆の縦覧に供する経営

の健全性の状況を記載した書面を作成したとき。 

 最終指定親会社が事業報告書を作成したとき。 

 最終指定親会社が業務及び財産の状況に関する事項を記載した公衆の縦覧に供するた

めの説明書類を作成したとき。 

 指定親会社が本店又は主たる事務所を変更したことを知ったとき。 

 指定親会社の指定が解除されたこと又は当該指定が効力を失ったことを知ったとき。 

 指定親会社が他の法人と合併したことを知ったとき（当該指定親会社が合併により消滅

した場合を除く。）。 

 指定親会社の役員の変更があったことを知ったとき。 

 指定親会社が内閣総理大臣、金融庁長官若しくは証券取引等監視委員会に申請、届出、

報告若しくは資料の提出を行った場合又は財務大臣、財務局長若しくは財務支局長に資

料の提出、説明その他の協力を行った場合で、当取引所がその報告の必要があると認め

たとき。 

 

(2) 取引参加者は、取引参加者の親会社が以下に掲げるときは、直ちにその内容を当取引

所に報告することとします。 

 指定親会社の指定があったことを知ったとき。 

３．特定主要株主に

係る報告事項 

・取引参加者は、取引参加者の特定主要株主が以下に掲げるときは、直ちにその内容を当

取引所に報告することとします。 

 

 法令の規定により処分若しくは処罰を受けたことを知ったとき又は法令の規定による

処分に係る聴聞若しくは弁明の機会の付与が行われたことを知ったとき。 

 特定主要株主に該当したこと又は該当しなくなったことを知ったとき。 

・改正法では、総株主等の

議決権の５０％超の対象

議決権を保有している者

を「特定主要株主」とい

うものとされています。 

 

以 上 




